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名
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著
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発
行
所
）、
発
行
年
月
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て
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な
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合
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ら
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推
し
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〕で
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充
し
た
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解
説
・
解
題
　
岡
田
靖
雄
─
─
（1）

解
説 

精
神
衛
生
法
と
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
事
件
に
つ
い
て
の
私
見
　
橋
本
明
─
─
（3）

精
神
衛
生
法
と
ラ
イ
シ
ャ
ワ
事
件
Ⅰ

一
―
―
―
広
島
県
精
神
衛
生
鑑
定
報
告
広
島
精
神
衛
生
叢
書
第
一
輯
●
編
＝
広
島
精
神
衛
生
協
会
●
一
九
五
一
・
七
●〈
橋
本
明
〉─
─
3

二
―
―
―
わ
が
国
精
神
衛
生
の
現
状
並
び
に
問
題
に
つ
い
て
週
刊
医
学
通
信
第
6
年
第
262
号
●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
●
一
九
五
一
・
八
─
─
18 

三
―
―
―
精
神
衛
生
鑑
定
基
準（
案
）●
一
九
五
一
・
九
●〈
橋
本
明
〉─
─
21

四
―
―
―〝
岩
井
の
滝
〟見
聞
記
●
佐
藤
壱
三
●
一
九
六
二
・
三
─
─
30

五
―
―
―
昭
和
38
年
精
神
衛
生
実
態
調
査
●
厚
生
省
公
衆
衛
生
局
長
●〔
一
九
六
四
・
三
〕─
─
33 

六
―
―
―
連
絡
ニ
ュ
ー
ス
第
1
号
●
精
神
衛
生
法
改
正
問
題
対
策
協
議
会
●
一
九
六
四
・
五
─
─
46 

七
―
―
―
連
絡
ニ
ュ
ー
ス
第
2
号
●
精
神
衛
生
法
改
正
対
策
委
員
会
●
一
九
六
四
・
五
─
─
48 

八
―
―
―
全
面
改
正
の
た
め
に
第
3
号
●
精
神
衛
生
法
改
正
対
策
委
員
会
●
一
九
六
四
・
五
─
─
49 

九
―
―
―
全
面
改
正
の
た
め
に
第
4
号
●
精
神
衛
生
法
改
正
対
策
委
員
会
事
務
局
●
一
九
六
四
・
七
─
─
51 

一
〇
―
―
答
申
書（
写
）●
精
神
衛
生
審
議
会
●
一
九
六
四
・
七
─
─
55 

一
一
―
―
全
面
改
正
の
た
め
に
第
5
号
●
精
神
衛
生
法
改
正
対
策
委
員
会
事
務
局
●
一
九
六
四
・
八
─
─
62 

一
二
―
―
全
面
改
正
の
た
め
に
第
6
号
●
精
神
衛
生
法
改
正
対
策
委
員
会
事
務
局
●
一
九
六
四
・
一
一
─
─
64 

一
三
―
―
全
面
改
正
の
た
め
に
第
7
号
●
精
神
衛
生
法
改
正
対
策
委
員
会
事
務
局
●
一
九
六
五
・
二
─
─
71 

一
四
―
―
全
面
改
正
の
た
め
に
第
8
号
●
精
神
衛
生
法
改
正
対
策
委
員
会
事
務
局
●
一
九
六
五
・
七
─
─
76

一
六
―
―
精
神
衛
生
審
議
会
の
精
神
衛
生
法
改
正
に
つ
い
て
の
答
申
を
批
判
す
る
●
東
京
精
神
病
院
協
会
●〔
一
九
六
四
〕─
─
83 

一
七
―
―
政
府
の
精
神
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
の
意
見
●
東
京
精
神
病
院
協
会
●〔
一
九
六
四
〕─
─
101 

一
八
―
―
精
神
障
害
者
通
院
医
療
の
取
扱
要
領
●〔
一
九
六
五
・
六
〕─
─
111 

一
五
―
―
精
神
衛
生
法
を
め
ぐ
る
諸
問
題
●
松
沢
病
院
医
局
病
院
問
題
研
究
会
●
一
九
六
四
・
八
─
─
-3-
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解
説
・
解
題
　
岡
田
靖
雄
─
─
（1）

解
説 

沖
縄
の
精
神
医
療
史
資
料
に
つ
い
て
　
橋
本
明
─
─
（3）

精
神
衛
生
法
と
ラ
イ
シ
ャ
ワ
事
件
Ⅱ

一
九
―
―
6・5 

83
精
神
衛
生
実
態
調
査
阻
止
全
国
共
闘
会
議
結
成
集
会
基
調
及
び
資
料
●
83
精
神
衛
生
実
態
調
査
阻
止
全
国
共
闘
会
議
●〔
一
九
八
三
〕●〈
富
田
三
樹
生
〉─
─
3 

二
〇
―
―
精
神
衛
生
法 

撤
廃
連
ニ
ュ
ー
ス
第
3
号
●
精
神
衛
生
法
撤
廃
全
国
連
絡
会
議
●
一
九
八
七
・
五
─
─
31 

二
一
―
―
声
明
・
精
神
保
健
法
案
を
弾
劾
す
る
●
精
神
衛
生
法
撤
廃
全
国
連
絡
会
議
●
一
九
八
七
・
六
─
─
39 

二
二
―
―
こ
れ
で「
宇
都
宮
病
院
」は
な
く
な
る
か
⁉
全
国
集
会
●
７
・18
実
行
委
●〔
一
九
八
七
・
六
〕─
─
40 

二
三
―
―
報
告
書「
精
神
科
医
療
領
域
に
お
け
る
他
害
と
処
遇
困
難
性
に
関
す
る
研
究
」全
文
●
精
神
医
療
研
究
会
●
一
九
九
〇
・
四
─
─
41 

二
四
―
―
阻
止
共
闘
ニ
ュ
ー
ス
第
2
号
●「
処
遇
困
難
者
専
門
病
棟
」新
設
阻
止
共
闘
会
議
●
二
〇
〇
六
・
四
─
─
157 

沖
縄

二
五
―
―
琉
球
諸
島
に
お
け
る
精
神
病
患
者
の
処
遇
の
現
況
に
つ
い
て
琉
球
諸
島
共
同
調
査
報
告
第
1
号
●
佐
藤
幹
正
／
前
田
実
光
●
一
九
六
一
・
三
●〈
橋
本
明
〉─
─
167 

二
六
―
―
１
９
６
６
年
沖
縄
の
精
神
衛
生
実
態
調
査
報
告
書
●
編
＝
琉
球
政
府
厚
生
局
公
衆
衛
生
部
予
防
課
●
一
九
六
九
・
八
─
─
181 

二
七
―
―
沖
縄
精
神
医
療
創
刊
号
●
沖
縄
精
神
医
療
編
集
委
員
会
●
一
九
七
七
・
三
─
─
317 
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解
説
　
岡
田
靖
雄
─
─
（1）

精
神
科
医
の
運
動
Ⅰ

二
八
―
―
一
般
方
針
の
提
案
●
一
九
六
四
・
五
─
─
3

二
九
―
―
決
議
文
案
●
全
国
大
学
病
院
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
六
四
・
五
─
─
7 

三
〇
―
―
報
告（
Ⅰ
）●〔
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
〕●〔
一
九
六
四
・
五
〕─
─
8 

三
一
―
―
事
務
局（
仮
）ニ
ュ
ー
ス（
Ⅱ
）●〔
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
〕●〔
一
九
六
四
・
五
〕─
─
11 

三
二
―
―
全
国
精
神
々
経
科
連
合
会
則（
案
）●〔
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
〕●〔
一
九
六
四
・
五
〕─
─
12 

三
三
―
―
報
告
並
び
に
方
針
案（
レ
ジ
ュ
メ
）●
全
国
大
学
精
神
々
経
科
連
合（
仮
称
）事
務
局
●
一
九
六
四
・
五
─
─
14 

三
四
―
―
報
告
な
ら
び
に
方
針
案（
要
旨
）／
全
国
大
学
精
神
々
経
科
連
合
会
則（
案
）●〔
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
〕●〔
一
九
六
四
・
五
〕─
─
19 

三
五
―
―
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
ニ
ュ
ー
ス（
仮
）№
3
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
仮
事
務
局
●
一
九
六
四
・
五
─
─
25 

三
六
―
―
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
3
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合（
仮
称
）●
一
九
六
四
・
五
─
─
26 

三
七
―
―
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
4
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合（
仮
称
）●〔
一
九
六
四
・
六
〕─
─
34 

三
八
―
―
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
5
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合（
仮
称
）●〔
一
九
六
四
・
六
〕─
─
42 

三
九
―
―
要
望
書
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
全
国
代
表
者
会
議
●
一
九
六
四
・
七
─
─
50 

四
〇
―
―
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
6
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
●〔
一
九
六
四
・
八
〕─
─
52 

四
一
―
―〔
運
動
牽
引
の
お
願
い
〕●
関
東
地
区
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
代
表
者
会
議
●
一
九
六
四
・
九
─
─
60 

四
二
―
―
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
7
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
六
四
・
一
〇
─
─
61 

四
三
―
―
8
団
体
統
一
行
動
を
協
議
●
医
局
連
合
事
務
局
●
一
九
六
四
・
一
〇
─
─
69 

四
四
―
―
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
8
●〔
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
〕●〔
一
九
六
四
・
一
一
〕─
─
71 

四
五
―
―
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
9
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
六
五
・
二
─
─
79 

四
六
―
―
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
10
●〔
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
〕●〔
一
九
六
五
・
四
〕─
─
89 



四
七
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
11
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
●
一
九
六
五
・
七
─
─
97 

四
八
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
12
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
●
一
九
六
五
・
一
〇
─
─
105 

四
九
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
13
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
●
一
九
六
六
・
三
─
─
113 

五
〇
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
14
●〔
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
〕●
一
九
六
六
・
三
─
─
121 

五
一
―
―
医
局
実
態
調
査
報
告
第
一
報
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
●〔
一
九
六
六
・
四
〕─
─
125 

五
二
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
15
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
●
一
九
六
六
・
五
─
─
156 

五
三
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
16
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
●
一
九
六
六
・
五
─
─
168 

五
四
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
17
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
●
一
九
六
六
・
六
─
─
180 

五
五
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
18
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
●
一
九
六
六
・
九
─
─
188 

五
六
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
19
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
●
一
九
六
六
・
一
一
─
─
202 

五
七
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
20
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
会
●
一
九
六
七
・
一
─
─
228 

五
八
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
21
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
●
一
九
六
七
・
三
─
─
240 

五
九
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
22
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
●
一
九
六
七
・
三
─
─
254 

六
〇
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
23
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
●
一
九
六
七
・
五
─
─
258 

六
一
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
24
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
会
●
一
九
六
七
・
六
─
─
269 

六
二
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
25
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
会
●
一
九
六
七
・
七
─
─
284 

六
三
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
特
別
号
自
動
車
運
転
免
許
と
精
神
病
診
断
書
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
●
一
九
六
七
・
七
─
─
295 

六
四
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
26
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
会
●
一
九
六
七
・
一
一
─
─
300 

六
五
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
27
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
医
局
連
合
会
●
一
九
六
八
・
二
─
─
320 

六
六
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
28
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
六
八
・
三
─
─
338 
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解
説
　
岡
田
靖
雄
─
─
（1）

精
神
科
医
の
運
動
Ⅱ

六
七
―
―
医
局
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
29
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
六
八
・
五
─
─
3

六
八
―
―〔
精
神
神
経
科
連
合
加
入
の
勧
め（
個
人
向
け
）〕●
全
国
大
学
病
院
精
神
神
経
科
連
合
●〔
一
九
六
八
・
五
〕─
─
26

六
九
―
―
診
療
協
力
謝
金
ア
ン
ケ
ー
ト
中
間
報
告
●
精
神
神
経
科
医
局
連
合
事
務
局
●
一
九
六
八
・
六
─
─
27

七
〇
―
―
学
会
認
定
医
制
度
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
お
願
い
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
六
八
・
六
─
─
30

七
一
―
―〔
学
会
認
定
医
制
度
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
依
頼（
病
院
医
局
向
け
）〕●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
六
八
・
六
─
─
33

七
二
―
―〔
精
神
神
経
科
連
合
加
入
の
勧
め（
病
院
向
け
）〕●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
六
八
・
六
─
─
35

七
三
―
―
全
国
大
学
精
神
々
経
科
連
合
会
則
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
●〔
一
九
六
八
・
六
〕─
─
36

七
四
―
―
精
神
科
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
30
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
六
八
・
七
─
─
39

七
五
―
―
精
神
科
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
30
別
冊 

精
神
神
経
学
会
学
会
認
定
医
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
事
務
局
●
一
九
六
八
・
七
─
─
55

七
六
―
―
パ
ー
ト
給
料
68
年
秋
し
ら
べ
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
●〔
一
九
六
八
〕─
─
143

七
七
―
―
精
神
科
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
31
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
六
八
・
一
〇
─
─
145

七
八
―
―
精
神
科
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
32
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
六
八
・
一
二
─
─
191

七
九
―
―
精
神
科
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
33
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
六
九
・
三
─
─
231

八
〇
―
―
精
神
科
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
34 

第
8
回
全
国
総
会
議
案
号
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
六
九
・
四
─
─
269

八
一
―
―
精
神
科
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
35 

第
8
回
全
国
総
会
報
告
号
●
全
国
大
学
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
六
九
・
六
─
─
283

八
二
―
―
精
神
科
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
37
●
全
国
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
六
九
・
一
一
─
─
305

八
三
―
―
中
間
施
設
の
討
議
に
あ
た
り
●
全
国
国
公
立
病
院
精
神
科
医
師
連
絡
会
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
／
全
国
精
神
科
連
合
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
●〔
一
九
六
九
〕─
─
337
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第
5
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次
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料
番
号
─
─
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料
名
●
編
著
者
名（
発
行
所
）●
発
行
年
月
●〈
所
蔵
及
び
所
蔵
者（
敬
称
略
・
記
載
の
な
い
も
の
は
青
柿
舎
所
蔵
）〉 ─
─
復
刻
版
ペ
ー
ジ

＊
資
料
名
、
編
著
者
名（
発
行
所
）、
発
行
年
月
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
内
容
か
ら
類
推
し
、〔　
　

〕で
補
充
し
た
。

解
説
　
岡
田
靖
雄
─
─
（1）

解
説
　
野
田
正
彰
─
─
（2）

精
神
科
医
の
運
動
Ⅲ

八
四
―
―
精
神
科
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
38
●
全
国
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
七
〇
・
一
─
─
3

八
五
―
―
お
願
い〔
大
学
病
院
実
態
調
査
〕●〔
一
九
七
〇
・
二
〕─
─
56

八
六
―
―
精
神
科
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
39
●
全
国
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
七
〇
・
三
─
─
58

八
七
―
―
精
神
科
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
40
●
全
国
精
神
神
経
科
連
合
●
一
九
七
〇
・
七
─
─
87

八
八
―
―
プ
シ
共
闘
№
1
●
精
神
科
医
全
国
共
闘
会
議
●
一
九
七
〇
・
六
─
─
108

八
九
―
―
声
明
●
精
神
科
医
全
国
共
闘
会
議
●
一
九
七
〇
・
六
─
─
111

九
〇
―
―
ス
ロ
ー
ガ
ン
●〔
一
九
七
〇
・
六
〕─
─
112

九
一
―
―
プ
シ
共
闘
№
2
●
精
神
科
医
全
国
共
闘
会
議
●
一
九
七
〇
・
六
─
─
113

九
二
―
―
P
S
Y
共
闘
ニ
ュ
ー
ス
●
P
S
Y
共
闘
関
東
ブ
ロ
ッ
ク
書
記
団
●〔
一
九
七
〇
・
六
〕─
─
115

九
三
―
―〔
会
費
納
入
に
関
し
て
〕●〔
一
九
七
〇
・
六
〕─
─
116

九
四
―
―
精
医
研
ニ
ュ
ー
ス
●
全
国
精
神
医
療
研
究
会
●
一
九
七
二
・
七
─
─
117

九
五
―
―
P
S
Y
共
闘
書
記
局
ニ
ュ
ー
ス
№
1
●
一
九
七
三
・
一
〇
─
─
118

九
六
―
―
P
S
Y
共
闘
書
記
局
ニ
ュ
ー
ス
№
2
●
一
九
七
三
・
一
一
─
─
126

九
七
―
―
P
S
Y
共
闘
書
記
局
ニ
ュ
ー
ス
№
4
●
一
九
七
四
・
一
─
─
134

九
八
―
―
P
S
Y
共
闘
書
記
局
ニ
ュ
ー
ス
№
5
●
精
神
科
医
全
国
共
闘
会
議
●
一
九
七
四
・
三
─
─
140

九
九
―
―〔
K
氏
入
院
事
件
の
告
発
〕●
岩
倉
病
院
●
一
九
七
五
・
九
─
─
142

一
〇
〇
―
P
S
Y
共
闘
ニ
ュ
ー
ス
№
2
●
精
神
科
医
全
国
共
闘
会
議
●
一
九
七
五
・
二
─
─
156

一
〇
一
―
P
S
Y
共
闘
ニ
ュ
ー
ス
№
3
●
精
神
科
医
全
国
共
闘
会
議
●
一
九
七
五
・
三
─
─
160



一
〇
二
―
岩
倉
病
院
の
K
氏
不
当
入
院
を
告
発
す
る
！
●
精
神
医
療
研
究
会
●〔
一
九
七
四
・
一
一
〕─
─
164

一
〇
三
―「
評
議
会
通
信
」に
反
論
す
る
●
京
大
精
神
医
療
研
究
会
●〔
一
九
七
四
・
一
一
〕─
─
174

一
〇
四
―
家
族
会
運
動
の
強
化
に
向
け
て
●
全
国
精
神
医
療
研
究
会
連
合
●
一
九
七
五
・
五
─
─
177

一
〇
五
―〔
K
氏
の
入
院
問
題
の
核
心
と
総
括
〕●
岩
倉
病
院
●
一
九
七
六
・
四
─
─
179

一
〇
六
―
全
国
精
医
研
ニ
ュ
ー
ス 

第
2
号
●
全
国
精
神
医
療
研
究
会
連
合
●
一
九
七
六
・
三
─
─
221

一
〇
七
―
矢
谷
医
師
の
K
氏
強
制
入
院
を
再
度
批
判
す
る
●
全
国
精
神
医
療
研
究
会
連
合
●
一
九
七
六
・
三
─
─
223

一
〇
八
―
全
国
精
医
研
ニ
ュ
ー
ス 

第
3
号
●
全
国
精
神
医
療
研
究
会
連
合
●
一
九
七
六
・
三
─
─
229

一
〇
九
―
全
国
精
医
研
ニ
ュ
ー
ス 
第
4
号
●
全
国
精
神
医
療
研
究
会
連
合
●
一
九
七
六
・
五
─
─
235

一
一
〇
―
全
国
精
医
研
ニ
ュ
ー
ス 
第
5
号
●
全
国
精
神
医
療
研
究
会
連
合
●
一
九
七
六
・
六
─
─
241

一
一
一
―
救
対
ニ
ュ
ー
ス
№
3
●
プ
シ
共
闘
に
よ
る
M
君
権
力
売
り
渡
し
を
糾
弾
し
M
君
を
支
援
し
裁
判
闘
争
に
勝
利
す
る
会
●
一
九
七
六
・
六
─
─
247

一
一
二
―
P
S
Y
共
闘
に
よ
る
岩
倉
不
当
入
院
問
題
の
隠
蔽
と
学
会
ひ
き
ま
わ
し
を
批
判
す
る
！
●
全
国
精
神
医
療
研
究
会
連
合
●
一
九
七
七
・
三
─
─
249

一
一
三
―「
精
医
研
運
動
」の
解
体
と
東
大
労
学
の
闘
い
の
発
展
に
む
け
て
●
東
大「
百
年
祭
」糾
弾
全
医
学
部
実
行
委
員
会
●
一
九
七
七
・
一
一
●〈
富
田
三
樹
生
〉─
─
257

一
一
四
―
れ
ん
た
い
1
号
●
精
神
医
療
活
動
者
会
議（
仮
称
）●
一
九
七
〇
・
八
─
─
317

一
一
五
―
れ
ん
た
い
2
号
●
精
神
医
療
活
動
者
会
議
●
一
九
七
〇
・
八
─
─
320

一
一
六
―
れ
ん
た
い
3
号
●
精
神
医
療
活
動
者
会
議
●
一
九
七
〇
・
八
─
─
322

一
一
七
―
れ
ん
た
い
5
号
●
全
国
精
神
科
看
護
者
共
闘
会
議
●
一
九
七
一
・
二
─
─
326
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資
料
番
号
─
─
資
料
名
●
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者
名（
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行
所
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行
年
月
●〈
所
蔵
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所
蔵
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敬
称
略
・
記
載
の
な
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ジ
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資
料
名
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編
著
者
名（
発
行
所
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年
月
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れ
て
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な
い
場
合
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容
か
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推
し
、〔　
　

〕で
補
充
し
た
。

解
説
・
解
題
　
岡
田
靖
雄
─
─
（1）

家
族
会

一
一
八
―
や
し
お
第
1
号
●
栃
木
県
精
神
障
害
者
援
護
会
●
一
九
六
三
・
一
一
─
─
3

一
一
九
―
や
し
お
第
2
号
●
栃
木
県
精
神
障
害
者
援
護
会
●
一
九
六
四
・
四
─
─
7

一
二
〇
―
あ
か
ね
創
刊
号
●
昭
和
医
大
附
属
烏
山
病
院
あ
か
ね
家
族
会
●
一
九
六
四
・
八
─
─
11

一
二
一
―
あ
か
ね 

あ
か
ね
会
創
立
20
周
年
記
念
号
●
昭
和
大
学
附
属
烏
山
病
院
患
者
家
族
会（
あ
か
ね
会
）●
一
九
八
三
・
一
一
─
─
23

一
二
二
―
連
合
会
だ
よ
り
№
2
●
全
国
精
神
障
害
者
家
族
連
合
会
●
一
九
六
五
・
七
─
─
140

一
二
三
―
全
国
精
神
障
害
者
家
族
連
合
会
結
成
大
会
●
全
国
精
神
障
害
者
家
族
連
合
会
結
成
大
会
●
一
九
六
五
・
九
─
─
152

一
二
四
―
連
合
会
だ
よ
り
№
3 

全
国
家
族
連
結
成
大
会
特
集
号
●
全
国
精
神
障
害
者
家
族
連
合
会
●
一
九
六
六
・
二
─
─
155

一
二
五
―
連
合
会
だ
よ
り
№
4 

第
2
回
全
家
連
総
会
特
集
号
●
全
国
精
神
障
害
者
家
族
連
合
会
●
一
九
六
六
・
一
〇
─
─
167

一
二
六
―
連
合
会
だ
よ
り
№
5
●
全
国
精
神
障
害
者
家
族
連
合
会
●
一
九
六
七
・
八
─
─
185

一
二
七
―
偕
老
同
穴
記
●
小
西
六
次
・
多
津
●
一
九
六
六
・
一
二
●〈
高
山
秋
雄
〉─
─
197

一
二
八
―
都
連
ニ
ュ
ー
ス
№
1
●
東
京
都
精
神
障
害
者
家
族
連
合
会
創
立
準
備
会
●
一
九
六
七
・
一
一
─
─
238

一
二
九
―
都
連
ニ
ュ
ー
ス
№
2
●
東
京
都
精
神
障
害
者
家
族
連
合
会
創
立
準
備
会
●
一
九
六
八
・
二
─
─
240

一
三
〇
―
都
連
ニ
ュ
ー
ス
№
3
●
東
京
都
精
神
障
害
者
家
族
連
合
会
●
一
九
六
八
・
三
─
─
249

一
三
一
―
家
族
会
活
動
の
歩
み
東
京
つ
く
し
会
の
30
年
●
二
〇
〇
二
・
三
●〈
高
山
秋
雄
〉─
─
259
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載
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な
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所
蔵
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復
刻
版
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ー
ジ

＊
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料
名
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編
著
者
名（
発
行
所
）、
発
行
年
月
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
内
容
か
ら
類
推
し
、〔　
　

〕で
補
充
し
た
。

解
説
　
岡
田
靖
雄
─
─
（1）

解
説 

東
大
精
神
科
医
師
連
合
　
富
田
三
樹
生
─
─
（4）

解
説
　
山
下
剛
利
─
─
（12）

大
学
闘
争

〈
東
京
大
学
関
係
〉

一
三
二
―
教
室
内
規
お
よ
び
内
規
施
行
細
則
●
東
京
大
学
医
学
部
精
神
医
学
教
室
●〔
一
九
六
〇
・
五
〕─
─
3

一
三
三
―〔
新
医
局
長
あ
い
さ
つ
〕●
東
京
大
学
医
学
部
附
属
病
院
精
神
神
経
科
医
局
●〔
一
九
六
七
・
五
〕─
─
7 

一
三
四
―
赤
煉
瓦
だ
よ
り
第
1
号
●
東
大
医
学
部
附
属
病
院
精
神
神
経
科
医
局
●
一
九
六
七
・
七
─
─
8 

一
三
五
―
赤
煉
瓦
だ
よ
り
第
2
号
●
東
大
病
院
精
神
神
経
科
医
局
●
一
九
六
七
・
一
二
─
─
14 

一
三
六
―
赤
煉
瓦
だ
よ
り
第
3
号
●
東
大
病
院
精
神
神
経
科
医
局
●
一
九
六
八
・
五
─
─
24 

一
三
七
―
医
学
部
学
生
の
皆
さ
ん
に
訴
え
る
●
精
神
神
経
科
医
局
懇
談
会
／
医
学
部
卒
業
生
有
志
会
●
一
九
六
八
・
八
─
─
35 

一
三
八
―
医
学
部
教
授
総
会
全
成
員
の
辞
表
提
出
を
要
求
す
る
●
精
神
神
経
科
医
局
会
議
●
一
九
六
八
・
一
〇
─
─
36 

一
三
九
―
医
局
解
散
に
つ
い
て
●
東
大
精
神
神
経
科
医
局
●〔
一
九
六
八
・
一
〇
〕─
─
37 

一
四
〇
―
東
大
病
院
精
神
神
経
科
医
局
解
散
宣
言
●
東
大
病
院
精
神
神
経
科
最
終
医
局
会
議
●
一
九
六
八
・
一
〇
─
─
40 

一
四
一
―
設
立
宣
言
●
東
京
大
学
精
神
科
医
師
連
合
設
立
総
会
●
一
九
六
八
・
一
〇
─
─
42 

一
四
二
―
不
信
任
決
議
●
東
京
大
学
精
神
科
医
師
連
合
総
会
●
一
九
六
八
・
一
一
─
─
43 

一
四
三
―
東
大
精
神
科
医
師
連
合
ニ
ュ
ー
ス
№
1
●
一
九
六
八
・
一
一
─
─
44 

一
四
四
―
精
神
科
医
師
連
合
ニ
ュ
ー
ス
第
2
号
●
一
九
六
八
・
一
二
─
─
49 

一
四
五
―
精
神
科
医
師
連
合
ニ
ュ
ー
ス
第
3
号
●
一
九
六
八
・
一
二
─
─
51 

一
四
六
―
東
大
精
神
科
医
師
連
合
ニ
ュ
ー
ス
第
4
号
●
一
九
六
九
・
一
─
─
53 

一
四
七
―
東
大
精
神
科
医
師
連
合
ニ
ュ
ー
ス
第
5
号
●
一
九
六
九
・
一
─
─
55 



一
四
八
―
連
合
に
よ
る「
い
わ
ゆ
る
教
室
人
事
公
選
」に
つ
い
て
●
織
壁
永
次
／
他
●
一
九
六
九
・
七
─
─
57 

一
四
九
―〔
教
室
人
事
の
今
後
の
進
め
方
〕●〔
一
九
六
九
・
八
〕─
─
61 

一
五
〇
―
東
大
精
神
科
医
師
連
合
の「
高
橋
良
氏
追
放
」宣
言
を
弾
劾
す
る
●
東
大
精
神
医
学
教
室
会
議
●
一
九
六
九
・
九
─
─
63 

一
五
一
―
暴
力
行
為
弾
劾
声
明
●
織
壁
／
風
祭
／
斉
藤
／
神
保
／
高
橋（
康
）／
中
村（
陸
）／
本
多
／
町
山
●
一
九
六
九
・
九
─
─
65 

一
五
二
―
東
大
精
神
科
医
師
連
合
の
一
部
の
諸
君
に
よ
る
精
神
科
病
棟
の
占
拠
に
抗
議
す
る
。他
●
東
大
精
神
医
学
教
室
他
●
一
九
六
九
・
九
─
─
66 

一
五
三
―
精
神
科
病
室
実
習
の
妨
害
に
抗
議
す
る
。●
東
大
病
院
精
神
神
経
科
／
東
大
医
学
部
医
学
科
四
年
学
生
／
第
三
・
第
四
実
習
グ
ル
ー
プ
全
員
●
一
九
六
九
・
九
─
─
67 

一
五
四
―
精
神
科
病
室
実
習
の
妨
害
に
抗
議
す
る
●
精
神
医
学
教
室（
講
師
・
助
手
）／
医
学
科
四
年
学
生
実
習
グ
ル
ー
プ
／
第
五
・
第
六
グ
ル
ー
プ
●
一
九
六
九
・
一
〇
─
─
68 

一
五
五
―
抗
議
声
明
●
医
学
部
四
年
第
七
・
第
八
グ
ル
ー
プ
／
東
大
病
院
精
神
神
経
科
●〔
一
九
六
九
・
一
〇
〕─
─
69 

一
五
六
―
暴
力
行
為
弾
劾
声
明
●
東
大
病
院
精
神
神
経
科
●
一
九
六
九
・
一
〇
─
─
70 

一
五
七
―
東
大
精
神
医
学
教
室
ニ
ュ
ー
ス
第
1
号
●
一
九
六
九
・
一
一
─
─
71 

一
五
八
―
精
神
科
病
室
実
習
の
妨
害
に
抗
議
す
る
●
M
四
第
九
・
十
グ
ル
ー
プ
／
東
大
病
院
精
神
神
経
科
●
一
九
六
九
・
一
一
─
─
73 

一
五
九
―
精
神
科
医
師
連
合
の
病
棟
私
物
化
と
授
業
妨
害
に
抗
議
す
る
！

　
　
　
　
　
　
●
東
大
医
学
部
医
学
科
四
年
精
神
科
実
習
グ
ル
ー
プ（
第
11
・
12
グ
ル
ー
プ
全
員
）／
東
大
病
院
精
神
神
経
科
担
当
教
官
●
一
九
六
九
・
一
二
─
─
74 

一
六
〇
―〝
病
棟
自
主
管
理
〟と
称
す
る
精
神
科
病
棟
の
暴
力
的
占
拠
の
実
態

　
　
　
　
　
　
●
東
大
医
学
部
医
学
科
精
神
科
実
習
13
、
14
グ
ル
ー
プ（
全
員
）／
東
大
病
院
精
神
神
経
科
実
習
担
当
教
官
●
一
九
六
九
・
一
二
─
─
75 

一
六
一
―
精
神
科
医
師
連
合
諸
氏
の
精
神
科
病
室
私
物
化
を
重
ね
て
糾
弾
す
る
！

　
　
　
　
　
　
●
東
大
医
学
部
医
学
科
精
神
科
実
習
十
三
、
十
四
グ
ル
ー
プ（
全
員
）／
東
大
病
院
精
神
神
経
科
実
習
担
当
教
官
●〔
一
九
六
九
・
一
二
〕─
─
99 

一
六
二
―
東
大
精
神
医
学
教
室
ニ
ュ
ー
ス
第
2
号
●
一
九
六
九
・
一
二
─
─
100 

一
六
三
―
赤
レ
ン
ガ
創
刊
号
●
赤
レ
ン
ガ
病
棟
自
主
管
理
会
議
編
集
部
●
一
九
七
二
・
七
●〈
富
田
三
樹
生
〉─
─
107 

一
六
四
―
佐
野
脳
破
壊
手
術
を
告
発
す
る
●
東
大
精
神
科
医
師
連
合
●
一
九
七
三
・
九
●〈
富
田
三
樹
生
〉─
─
125 

〈
徳
島
大
学
関
係
〉

一
六
五
―
声
明
文
●
徳
大
神
経
精
神
医
学
教
室
●
一
九
六
九
・
四
●〈
久
保
一
弘
〉─
─
157 

一
六
六
―
徳
島
大
精
医
連
ニ
ュ
ー
ス
第
1
号
●
徳
島
大
学
精
神
科
神
経
科
医
師
連
合
●
一
九
六
九
・
一
二
●〈
久
保
一
弘
〉─
─
158 

一
六
七
―
徳
島
大
学
精
医
連
ニ
ュ
ー
ス
第
二
号
●
徳
島
大
学
医
学
部
精
神
科
神
経
科
医
師
連
合
情
報
局
●
一
九
六
九
・
一
二
●〈
久
保
一
弘
〉─
─
159 

一
六
八
―〔
徳
島
大
学
精
医
連
ニ
ュ
ー
ス
第
三
号
〕●
一
九
七
〇
・
一
●〈
久
保
一
弘
〉─
─
160 

一
六
九
―
徳
島
大
学
精
医
連
ニ
ュ
ー
ス
号
外
●
徳
島
大
学
医
学
部
精
神
科
神
経
科
医
師
連
合
情
報
局
●
一
九
七
〇
・
一
●〈
久
保
一
弘
〉─
─
161 



一
七
〇
―
徳
島
大
学
精
医
連
ニ
ュ
ー
ス
第
四
号
●
徳
島
大
学
医
学
部
精
神
科
神
経
科
医
師
連
合
情
報
局
●
一
九
七
〇
・
一
●〈
久
保
一
弘
〉─
─
162 

一
七
一
―
徳
大
精
医
会
議
ニ
ュ
ー
ス
第
一
号
●
徳
島
大
学
精
神
科
神
経
科
医
師
会
議
情
報
部
●
一
九
七
一
・
三
●〈
久
保
一
弘
〉─
─
163 

一
七
二
―
徳
大
精
医
会
議
ニ
ュ
ー
ス
第
二
号
●
徳
島
大
学
精
神
科
神
経
科
医
師
会
議
情
報
部
●
一
九
七
一
・
五
●〈
久
保
一
弘
〉─
─
164 

一
七
三
―
徳
大
精
医
会
議
ニ
ュ
ー
ス
第
三
号
●
徳
島
大
学
精
神
科
神
経
科
医
師
会
議
情
報
部
●
一
九
七
一
・
五
●〈
久
保
一
弘
〉─
─
165 

一
七
四
―
精
神
医
学
的
診
断
方
法
に
つ
い
て
●
精
神
科
神
経
科
医
師
会
議
●〔
一
九
七
五
・
五
〕●〈
久
保
一
弘
〉─
─
166 

一
七
五
―
生
田
教
授
不
信
任
決
議
●
徳
島
大
学
医
学
部
精
神
科
神
経
科
医
局
会
●
一
九
七
六
・
一
〇
●〈
久
保
一
弘
〉─
─
171 

一
七
六
―
大
学
に
お
け
る「
研
究
」批
判
●
徳
島
大
学
精
神
科
神
経
科
医
師
会
議
●
一
九
七
六
・
一
一
●〈
久
保
一
弘
〉─
─
172 

一
七
七
―
腐
敗
堕
落
し
た
医
学
部
教
授
会
●
徳
島
大
学
精
神
科
神
経
科
医
師
会
議
●
一
九
七
六
・
一
一
●〈
久
保
一
弘
〉─
─
173 

一
七
八
―
生
田
論
文
の
紹
介
と
批
判
そ
の
場
か
ぎ
り
の
思
い
つ
き
と
不
可
解
な
確
信
●〔
徳
島
大
学
精
神
科
神
経
科
医
師
会
議
〕●
一
九
七
七
・
一
〇
●〈
久
保
一
弘
〉─
─
174 

〈
京
都
大
学
関
係
〉

一
七
九
―
評
議
会
通
信
№
1
●
京
大
精
神
科
評
議
会
●
一
九
七
五
・
一
〇
─
─
185

一
八
〇
―
評
議
会
通
信
№
2
●
京
大
精
神
科
評
議
会
●
一
九
七
五
・
一
一
─
─
188 

一
八
一
―
評
議
会
通
信
№
4
●
京
大
精
神
科
評
議
会
●
一
九
七
五
・
一
一
─
─
191 

一
八
二
―
評
議
会
通
信
№
7
●
京
大
精
神
科
評
議
会
●
一
九
七
六
・
四
─
─
193 

「
金
沢
学
会
」

一
八
三
―
描
写
の
記
録
・
金
沢
学
会
●
伊
崎
公
徳
●〔
一
九
九
七
〕●〈
伊
崎
公
徳
〉─
─
199 

一
八
四
―
討
論
資
料
二
　
金
沢
告
発
学
会
の
闘
い
●
精
神
科
医
師
全
国
共
闘
会
議
書
記
局
●〔
一
九
六
九
〕─
─
218 

一
八
五
―〔
全
国
精
神
科
共
闘
会
議
開
催
の
案
内
〕●〔
徳
島
学
会
〕●〔
一
九
七
〇
・
四
〕─
─
228 

一
八
六
―
徳
島
学
会
闘
争
総
括
●
宇
都
宮
泰
英
●
一
九
七
〇
・
七
─
─
229 

市
民
運
動

一
八
七
―
御
招
待〔
第
2
回
集
会
〕●
精
神
病
院
を
考
え
る
市
民
運
動
の
会
●〔
一
九
七
一
・
三
〕─
─
-5-

一
八
八
―
み
ん
な
の
精
神
医
療
創
刊
号
●
精
神
医
療
を
考
え
る
市
民
運
動
の
会
●
一
九
七
一
・
三
─
─
-6-

一
八
九
―
み
ん
な
の
精
神
医
療
第
2
号
●
精
神
医
療
を
考
え
る
市
民
運
動
の
会
●
一
九
七
一
・
四
─
─
-8-



一
九
〇
―
み
ん
な
の
精
神
医
療
第
3
号
●
精
神
病
院
問
題
を
考
え
る
市
民
運
動
の
会
●
一
九
七
一
・
五
─
─
-11-

一
九
一
―
み
ん
な
の
精
神
医
療
第
4
号
●
精
神
病
院
問
題
を
考
え
る
市
民
運
動
の
会
●
一
九
七
一
・
六
─
─
-24-

一
九
二
―
み
ん
な
の
精
神
医
療
第
5
号
●
精
神
病
院
問
題
を
考
え
る
市
民
運
動
の
会
●
一
九
七
一
・
七
─
─
-37-

一
九
三
―
招
請
状
●〔
精
神
病
院
問
題
を
考
え
る
市
民
運
動
の
会
〕●〔
一
九
七
一
・
七
〕─
─
-53-

一
九
四
―
お
り
ふ
れ
通
信
創
刊
号
●
精
神
医
療
を
よ
く
す
る
会
●
一
九
八
一
・
四
─
─
-54-

一
九
五
―
お
り
ふ
れ
通
信
第
2
号
●
精
神
医
療
を
よ
く
す
る
会
●
一
九
八
一
・
五
─
─
-56-

一
九
六
―
お
り
ふ
れ
通
信
第
3
号
●
精
神
医
療
を
よ
く
す
る
会
●
一
九
八
一
・
六
─
─
-58-

一
九
七
―
お
り
ふ
れ
通
信
第
4
号
●
精
神
医
療
を
よ
く
す
る
会
●
一
九
八
一
・
七
─
─
-60-

一
九
八
―
お
り
ふ
れ
通
信
№
5
●
精
神
医
療
を
よ
く
す
る
会
●〔
一
九
八
一
・
九
〕─
─
-62-

一
九
九
―
お
り
ふ
れ
通
信
№
6
●
精
神
医
療
を
よ
く
す
る
会
●〔
一
九
八
一
・
一
一
〕─
─
-70-

二
〇
〇
―
お
り
ふ
れ
通
信
№
7
●
精
神
医
療
を
よ
く
す
る
会
●
一
九
八
一
・
一
二
─
─
-78-

二
〇
一
―
お
り
ふ
れ
通
信
№
8
●
精
神
医
療
を
よ
く
す
る
会
●
一
九
八
二
・
一
─
─
-84-

二
〇
二
―
お
り
ふ
れ
通
信
№
9
●
精
神
医
療
を
よ
く
す
る
会
●
一
九
八
二
・
二
─
─
-90-

二
〇
三
―
お
り
ふ
れ
通
信
№
10
●
精
神
医
療
を
よ
く
す
る
会
●〔
一
九
八
二
・
三
〕─
─
-94-



［
第
８
巻　

目
次
］

資
料
番
号
─
─
資
料
名
●
編
著
者
名（
発
行
所
）●
発
行
年
月
●〈
所
蔵
及
び
所
蔵
者（
敬
称
略
・
記
載
の
な
い
も
の
は
青
柿
舎
所
蔵
）〉 ─
─
復
刻
版
ペ
ー
ジ

＊
資
料
名
、
編
著
者
名（
発
行
所
）、
発
行
年
月
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
内
容
か
ら
類
推
し
、〔　
　

〕で
補
充
し
た
。

解
説
・
解
題　

岡
田
靖
雄
─
─
（1）

宇
都
宮
病
院
事
件
な
ど
Ⅰ

二
〇
四
― 

精
神
病
院
に
お
け
る
労
使
紛
争
の
処
理
に
つ
い
て
／
他
●
労
働
省
労
政
局
長
●
一
九
六
〇
・
三
●〈
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
〉─
─
3

二
〇
五
― 

院
内
勤
務
交
代
に
伴
う
紛
争
に
つ
い
て
●
烏
山
病
院
あ
か
ね
会
幹
事
会
●
一
九
七
〇
・
八
─
─
8 

二
〇
六
― 

院
内
の
紛
争
解
決
の
た
め
に
●
烏
山
病
院
患
者
家
族
会
●
一
九
七
〇
・
八
─
─
10 

二
〇
七
― 

独
断
専
行
を
続
け
る
松
島
昭
医
師
に
強
く
反
省
を
求
め
、こ
れ
を
支
援
す
る
若
手
医
師
の
誤
れ
る
行
動
を
批
判
す
る

　
　
　
　
　
　
●
昭
和
大
学
付
属
烏
山
病
院
患
者
家
族
会
●
一
九
七
〇
・
八
─
─
11 

二
〇
八
― 

烏
山
病
院
の
紛
争
問
題
に
つ
い
て
●
昭
和
大
学
付
属
烏
山
病
院
患
者
家
族
会（
あ
か
ね
会
）●
一
九
七
一
・
一
─
─
17 

二
〇
九
― 

烏
山
病
院
闘
争
●
烏
山
病
院
闘
争
共
闘
会
議
●
一
九
七
一
・
九
─
─
23 

二
一
〇
― 

烏
山
裁
判
ニ
ュ
ー
ス
№
1
●
烏
山
裁
判
闘
争
共
闘
会
議
●
一
九
七
二
・
九
●〈
野
村
満
〉─
─
47 

二
一
一
― 

烏
山
裁
判
ニ
ュ
ー
ス
№
2
●
烏
山
裁
判
闘
争
共
闘
会
議
●
一
九
七
二
・
一
一
●〈
野
村
満
〉─
─
49 

二
一
二
― 

烏
山
裁
判
ニ
ュ
ー
ス
№
3
●
烏
山
病
院
闘
争
共
闘
会
議
●
一
九
七
三
・
一
●〈
野
村
満
〉─
─
54 

二
一
三
― 

烏
山
裁
判
ニ
ュ
ー
ス
№
4
●
烏
山
病
院
闘
争
共
闘
会
議
●
一
九
七
三
・
三
●〈
野
村
満
〉─
─
59 

二
一
四
― 

烏
山
裁
判
ニ
ュ
ー
ス
№
5
●
烏
山
病
院
闘
争
共
闘
会
議
●
一
九
七
三
・
四
●〈
野
村
満
〉─
─
61 

二
一
五
― 

烏
山
裁
判
ニ
ュ
ー
ス
№
6
●
烏
山
病
院
闘
争
共
闘
会
議
●
一
九
七
三
・
六
●〈
野
村
満
〉─
─
63 

二
一
六
― 

烏
山
裁
判
の
手
引
き
●
烏
山
病
院
闘
争
共
闘
会
議
事
務
局
●
一
九
七
五
・
五
●〈
富
田
三
樹
生
〉─
─
67 

二
一
七
― 

烏
山
裁
判
の
和
解
に
つ
い
て
●
竹
村
堅
次
●
一
九
八
〇
・
一
─
─
115 

二
一
八
― 

中
村
病
院
事
件
と
精
神
医
療
を
告
発
す
る
！
№
1
●
精
医
研
●
一
九
七
一
・
一
〇
─
─
119 

二
一
九
― 

中
村
病
院
事
件
と
そ
の
精
神
医
療
を
告
発
す
る
！
●
中
村
病
院
と
そ
の
精
神
医
療
を
告
発
す
る
会（
準
）●
一
九
七
一
・
一
〇
─
─
121 

二
二
〇
― 

事
務
局
ニ
ュ
ー
ス
●
中
村
病
院
と
精
神
医
療
を
告
発
す
る
会
●
一
九
七
三
・
一
─
─
133 

二
二
一
― 

中
村
病
院
と
精
神
医
療
を
告
発
す
る
資
料
集
№
1
●
中
村
病
院
と
精
神
医
療
を
告
発
す
る
会
●〔
一
九
七
三
・
二
〕─
─
137 



二
二
二
― 

中
村
病
院
と
精
神
医
療
を
告
発
す
る
臨
時
事
務
局
ニ
ュ
ー
ス
●
九
大
病
院
無
給
医
ル
ー
ム
●
一
九
七
三
・
一
一
─
─
253 

二
二
三
― 

中
村
病
院
と
精
神
医
療
を
告
発
す
る
事
務
局
ニ
ュ
ー
ス
●
九
大
病
院
無
給
医
室
●
一
九
七
四
・
一
─
─
256 

二
二
四
― 
生
田
病
院
の
紛
争
経
過
●〔
一
九
七
五
〕─
─
259 

二
二
五
― 
精
神
病
院
の
合
理
化
と
治
安
的
再
編
に
抗
し
て
●
初
声
荘
病
院
労
働
組
合
／
初
声
荘
病
院
闘
争
支
援
共
闘
会
議
●
一
九
七
八
・
二
─
─
263 



［
第
９
巻　

目
次
］

資
料
番
号
─
─
資
料
名
●
編
著
者
名（
発
行
所
）●
発
行
年
月
●〈
所
蔵
及
び
所
蔵
者（
敬
称
略
・
記
載
の
な
い
も
の
は
青
柿
舎
所
蔵
）〉 ─
─
復
刻
版
ペ
ー
ジ

＊
資
料
名
、
編
著
者
名（
発
行
所
）、
発
行
年
月
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
内
容
か
ら
類
推
し
、〔　
　

〕で
補
充
し
た
。

解
説
・
解
題　

岡
田
靖
雄
─
─
（1）

解
説　

島
田
事
件
・
赤
堀
差
別
裁
判　

寺
澤
暢
紘
─
─
（2）

宇
都
宮
病
院
事
件
な
ど
Ⅱ

二
二
六
―
兄
弟
だ
ろ〈
再
版
〉●
精
神
病
棟
か
ら
鉄
格
子
を
な
く
す
会
●
一
九
八
一
・
四
●〈
江
端
一
起
〉─
─
3

二
二
七
―
４
・
26
十
全
会
を
糾
弾
す
る
市
民
集
会
●
反
十
全
会
市
民
連
合
●〔
一
九
八
一
・
四
〕●〈
江
端
一
起
〉─
─
129

二
二
八
―
決
議
文
●
反
十
全
会
市
民
連
合
●
一
九
八
一
・
四
●〈
江
端
一
起
〉─
─
133

二
二
九
―
十
全
会
准
職
員
大
量
不
当
入
院
糾
弾
！
●
反
十
全
会
市
民
連
合
●
一
九
八
一
・
六
●〈
江
端
一
起
〉─
─
135

二
三
〇
―
７
・
19
第
2
回
十
全
会
を
糾
弾
す
る
市
民
集
会
基
調
報
告
●
反
十
全
会
市
民
連
合
●〔
一
九
八
一
・
七
〕●〈
江
端
一
起
〉─
─
137

二
三
一
―
通
知
書
●
京
都
弁
護
士
会
人
権
擁
護
委
員
会
●
一
九
八
二
・
一
一
●〈
江
端
一
起
〉─
─
143

二
三
二
―
十
全
会
准
職
員
不
当
入
院
・
近
畿
弁
護
士
会
人
権
擁
護
委
員
会
提
訴
に
む
け
て
の
趣
意
な
ら
び
に
署
名
・
協
力
の
要
請
文

　
　
　
　
●
反
十
全
会
市
民
連
合
●〔
一
九
八
二
・
一
一
〕●〈
江
端
一
起
〉─
─
144

二
三
三
―
基
調
報
告
●
前
進
友
の
会
●〔
一
九
八
二
・
一
一
〕●〈
江
端
一
起
〉─
─
145

二
三
四
―
十
全
会
准
職
員
大
量
強
制
不
当
入
院
糾
弾
！
●
反
十
全
会
市
民
連
合
●
一
九
八
二
・
一
二
●〈
江
端
一
起
〉─
─
150

二
三
五
―
東
山
に
当
直
医
と
し
て
行
っ
て
い
る
Ａ
医
師
の
話
●〔
一
九
八
三
〕●〈
江
端
一
起
〉─
─
152

二
三
六
―
宇
都
宮
病
院
の
私
的
保
安
施
設
と
し
て
の
復
活
を
弾
劾
す
る
●
宇
都
宮
病
院
を
告
発
し
解
体
す
る
会
●〔
一
九
八
四
〕─
─
153

二
三
七
―
宇
都
宮
病
院
糾
弾
！
県
は
交
渉
を
行
な
え
！
●
宇
都
宮
病
院
を
糾
弾
す
る
栃
木
県
連
絡
会
議
●
一
九
八
五
・
五
─
─
155

二
三
八
―
こ
れ
で「
宇
都
宮
病
院
」は
な
く
な
る
か
⁉
全
国
集
会
資
料
集
・
ア
ッ
ピ
ー
ル
集
●〔
一
九
八
七
・
七
〕●〈
富
田
三
樹
生
〉─
─
157

ロ
ボ
ト
ミ
ー
・
暴
行
・
冤
罪
事
件
Ⅰ

二
三
九
―
ワ
タ
シ
ヲ 

タ
ス
ケ
テ
ク
ダ
サ
イ
再
審
へ
迫
る
島
田
事
件
●
島
田
事
件
対
策
協
議
会
／
静
岡
赤
堀
さ
ん
を
守
る
会
●
一
九
七
三
・
七
─
─
193

二
四
〇
―
赤
堀
差
別
裁
判
準
備
号
●
赤
堀
闘
争
全
国
活
動
者
会
議
事
務
局
●
一
九
七
五
・
八
●〈
鈴
木
昂
〉─
─
204

二
四
一
―
赤
堀
さ
ん
は
、
無
実
だ
！
赤
堀
差
別
裁
判
糾
弾
パ
ン
プ
№
1
●
関
東
赤
堀
さ
ん
と
共
に
闘
う
会
●
一
九
七
七
・
六
─
─
220



二
四
二
―
赤
堀
さ
ん
は
無
実
だ
！
●
仙
台
・
赤
堀
さ
ん
と
共
に
闘
う
会
●〔
一
九
七
七
〕●〈
鈴
木
昂
〉─
─
235

二
四
三
―
赤
堀
さ
ん
は
無
実
だ
‼
島
対
協
折
込
新
聞
№
1
●
島
対
協
編
集
委
員
会
●
一
九
七
八
・
二
─
─
244

二
四
四
―
夏
期
一
時
金
特
別
カ
ン
パ
の
訴
え
●
島
田
事
件
対
策
協
議
会
●
一
九
七
八
・
六
─
─
246

二
四
五
―
赤
堀
さ
ん
は
無
実
だ
‼
島
対
協
折
込
通
信
№
6
●
島
対
協
編
集
委
員
会
●
一
九
七
八
・
九
─
─
247

二
四
六
―
赤
堀
さ
ん
は
無
実
だ
‼
島
対
協
折
込
通
信
№
7
●
島
対
協
編
集
委
員
会
●
一
九
七
八
・
一
二
─
─
249

二
四
七
―
赤
堀
さ
ん
は
無
実
だ
‼
島
対
協
折
込
通
信
№
9
●
島
対
協
編
集
委
員
会
●
一
九
七
九
・
九
─
─
251

二
四
八
―
赤
堀
さ
ん
は
無
実
だ
‼
島
対
協
折
込
通
信
№
10
●
島
対
協
編
集
委
員
会
●
一
九
七
九
・
一
一
─
─
253

二
四
九
―
赤
堀
さ
ん
は
無
実
だ
‼
島
対
協
折
込
通
信
№
11
●
島
対
協
編
集
委
員
会
●
一
九
八
〇
・
三
─
─
255

二
五
〇
―
赤
堀
さ
ん
は
無
実
だ
‼
島
対
協
折
込
通
信
№
12
●
島
対
協
編
集
委
員
会
●
一
九
八
〇
・
五
─
─
257

二
五
一
―
赤
堀
さ
ん
は
無
実
だ
‼
島
対
協
折
込
通
信
№
13
●
島
対
協
編
集
委
員
会
●
一
九
八
〇
・
一
二
─
─
259

二
五
二
―
赤
堀
さ
ん
は
無
実
だ
‼
島
対
協
折
込
通
信
№
18
●
島
対
協
編
集
委
員
会
●
一
九
八
三
・
六
─
─
261

二
五
三
―
赤
堀
さ
ん
は
無
実
だ
‼
島
対
協
折
込
通
信
№
19
●
島
対
協
編
集
委
員
会
●
一
九
八
三
・
七
─
─
263

二
五
四
―
赤
堀
さ
ん
は
無
実
だ
‼
島
対
協
折
込
通
信
№
20
●
島
対
協
編
集
委
員
会
●
一
九
八
三
・
一
一
─
─
265

二
五
五
―
年
末
特
別
カ
ン
パ
の
要
請
●
島
田
事
件
対
策
協
議
会
●
一
九
八
三
・
一
一
─
─
267

二
五
六
―
赤
堀
さ
ん
と
共
に
闘
う
関
東
連
絡
会
結
成
大
会
●
一
九
七
八
・
七
─
─
268

二
五
七
―「
障
害
者
」解
放
第
56
号
●
関
西「
障
害
者
」解
放
委
員
会
●
一
九
七
八
・
八
─
─
278

二
五
八
―
弾
丸
3
号
●
全
障
連
広
島
協
議
会
●
一
九
七
九
・
一
一
─
─
292

二
五
九
―
赤
堀
さ
ん
は
無
実
だ
島
田
事
件
目
撃
証
言
録
現
地
調
査
の
手
引
●
島
田
事
件
対
策
協
議
会
●
一
九
八
〇
・
三
─
─
303

二
六
〇
―
赤
堀
さ
ん
は
無
実
だ
第
13
号
●
荒
川
島
田
事
件
を
考
え
る
会
●
一
九
八
〇
・
四
●〈
鈴
木
昂
〉─
─
315

二
六
一
―
赤
堀
さ
ん
は
無
実
だ
第
14
号
●
荒
川
島
田
事
件
を
考
え
る
会
●
一
九
八
〇
・
五
●〈
鈴
木
昂
〉─
─
316

二
六
二
―
赤
堀
さ
ん
は
無
実
だ
第
16
号
●
荒
川
島
田
事
件
を
考
え
る
会
●
一
九
八
〇
・
七
●〈
鈴
木
昂
〉─
─
317

二
六
三
―
赤
堀
さ
ん
は
無
実
だ
！
第
1
号
●
赤
堀
中
央
闘
争
委
員
会
●
一
九
八
〇
・
七
●〈
鈴
木
昂
〉─
─
318

二
六
四
―
関
東
赤
堀
さ
ん
と
共
に
闘
う
会
ニ
ュ
ー
ス
●〔
一
九
八
二
・
一
〕─
─
342

二
六
五
―
資
料
●
一
九
八
三
・
一
二
─
─
349

二
六
六
―
神
奈
川
赤
堀
さ
ん
と
共
に
た
た
か
う
会
ニ
ュ
ー
ス
№
11
●
一
九
八
八
・
九
●〈
杉
山
美
代
子
〉─
─
351

二
六
七
―
神
奈
川
赤
堀
さ
ん
と
共
に
た
た
か
う
会
ニ
ュ
ー
ス
№
12
●
一
九
八
八
・
一
〇
●〈
杉
山
美
代
子
〉─
─
355



二
六
八
―
神
奈
川
赤
堀
さ
ん
と
共
に
た
た
か
う
会
ニ
ュ
ー
ス
№
13
●
一
九
八
八
・
一
一
●〈
杉
山
美
代
子
〉─
─
361

二
六
九
―
神
奈
川
赤
堀
さ
ん
と
共
に
た
た
か
う
会
ニ
ュ
ー
ス
№
14
●
一
九
八
九
・
一
●〈
杉
山
美
代
子
〉─
─
369

二
七
〇
―
神
奈
川
赤
堀
さ
ん
と
共
に
た
た
か
う
会
ニ
ュ
ー
ス
№
15
●
一
九
八
九
・
三
●〈
杉
山
美
代
子
〉─
─
377



［
第
10
巻
　
目
次
］

資
料
番
号
─
─
資
料
名
●
編
著
者
名（
発
行
所
）●
発
行
年
月
●〈
所
蔵
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所
蔵
者（
敬
称
略
・
記
載
の
な
い
も
の
は
青
柿
舎
所
蔵
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刻
版
ペ
ー
ジ

＊
資
料
名
、
編
著
者
名（
発
行
所
）、
発
行
年
月
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
内
容
か
ら
類
推
し
、〔　
　

〕で
補
充
し
た
。

解
説
・
解
題
　
岡
田
靖
雄
─
─
（1）

解
説
　
患
者
会
運
動
の
資
料
を
史
料
と
し
て
残
す
た
め
の
羅
針
盤
と
し
て
　
江
端
一
起
─
─
（4） 

患
者
会
運
動

二
七
一
―
絆
創
刊
号
●
全
国「
精
神
病
」者
集
団
事
務
局
編
集
部
●
一
九
七
七
・
一
〇
─
─
3

二
七
二
―
絆
第
2
号
●
全
国「
精
神
病
」者
集
団
事
務
局
編
集
部
●
一
九
七
九
・
六
─
─
38 

二
七
三
―
絆
第
3
号
●
全
国「
精
神
病
」者
集
団
事
務
局
編
集
部
●
一
九
八
〇
・
一
─
─
76 

二
七
四
―
11
・
13 

第
三
回「
精
神
障
害
者
」全
国
総
決
起
集
会
●
全
国「
精
神
病
者
」集
団
●
一
九
七
七
・
一
一
─
─
118 

二
七
五
―
全
国｢

精
神
病｣

者
集
団
ニ
ュ
ー
ス
連
絡
会
議
報
告
●〔
一
九
七
九
・
五
〕─
─
141 

二
七
六
―
全
国｢

精
神
病｣

者
集
団
ニ
ュ
ー
ス
●
一
九
七
九
・
一
二
─
─
146 

二
七
七
―
全
国「
精
神
病
」者
集
団
ニ
ュ
ー
ス
●
全
国「
精
神
病
」者
集
団
●
一
九
八
〇
・
一
一
─
─
155 

二
七
八
―
全
国「
精
神
病
」者
集
団
ニ
ュ
ー
ス
●
全
国「
精
神
病
」者
集
団
●
一
九
八
五
・
五
─
─
159 

二
七
九
―
友
の
会
だ
よ
り
第
一
号
●
外
勤
会
●
一
九
八
〇
・
一
●〈
藤
枝
友
の
会
〉─
─
167 

二
八
〇
―
友
の
会
だ
よ
り
第
二
号
●
外
勤
会
●
一
九
八
〇
・
二
●〈
藤
枝
友
の
会
〉─
─
169 

二
八
一
―
友
の
会
だ
よ
り
第
三
号
●
外
勤
会
●
一
九
八
〇
・
三
●〈
藤
枝
友
の
会
〉─
─
171 

二
八
二
―
友
の
会
だ
よ
り
第
四
号
●
友
の
会
●
一
九
八
〇
・
五
●〈
藤
枝
友
の
会
〉─
─
174 

二
八
三
―
友
の
会
だ
よ
り
第
五
号
●
友
の
会
●
一
九
八
〇
・
七
●〈
藤
枝
友
の
会
〉─
─
176 

二
八
四
―
ひ
と
り
ぐ
ら
し
の
う
た
1
●〔
藤
枝
友
の
会
〕●
一
九
八
六
・
一
〇
●〈
藤
枝
友
の
会
〉─
─
178 

二
八
五
―
ご
か
い
通
信
№
1
●〝
ご
か
い
通
信
〟編
集
委
員
会
●〔
一
九
八
〇
・
九
〕●〈
江
端
一
起
〉─
─
193 

二
八
六
―
ご
か
い
通
信
№
2
●〝
ご
か
い
通
信
〟編
集
委
員
会
●〔
一
九
八
〇
・
一
〇
〕●〈
江
端
一
起
〉─
─
205 

二
八
七
―
ご
か
い
通
信
№
3
●〝
ご
か
い
通
信
〟編
集
委
員
会
●
一
九
八
〇
・
一
二
●〈
江
端
一
起
〉─
─
221 

二
八
八
―
友
の
会
通
信
Vol. 

11
№
5
●
前
進
友
の
会
や
す
ら
ぎ
の
里
●
一
九
九
〇
・
五
●〈
江
端
一
起
〉─
─
237 



二
八
九
―
友
の
会
通
信
Vol. 

11
№
6
●
前
進
友
の
会
や
す
ら
ぎ
の
里
●
一
九
九
〇
・
六
●〈
江
端
一
起
〉─
─
243 

二
九
〇
―
友
の
会
通
信
Vol. 

11
№
7
●
前
進
友
の
会
や
す
ら
ぎ
の
里
●
一
九
九
〇
・
七
●〈
江
端
一
起
〉─
─
251 

二
九
一
―
友
の
会
通
信
Vol. 

11
№
9
●
前
進
友
の
会
や
す
ら
ぎ
の
里
●
一
九
九
〇
・
九
●〈
江
端
一
起
〉─
─
257 

二
九
二
―
友
の
会
通
信
Vol. 

11
№
12
●
前
進
友
の
会
や
す
ら
ぎ
の
里
●
一
九
九
〇
・
一
二
●〈
江
端
一
起
〉─
─
263 

二
九
三
―
大
精
連
ニ
ュ
ー
ス
創
刊
号
●
大
阪
精
神
障
害
者
連
絡
会
●
一
九
九
一
・
二
●〈
尾
上
年
秀
〉─
─
269 

二
九
四
―
大
精
連
ニ
ュ
ー
ス
準
備
号
№
2
●
大
阪
精
神
障
害
者
連
絡
会
●
一
九
九
一
・
三
●〈
尾
上
年
秀
〉─
─
270 

二
九
五
―
大
精
連
ニ
ュ
ー
ス
発
刊
準
備
号
№
3
●
大
阪
精
神
障
害
者
連
絡
会
●
一
九
九
一
・
六
●〈
尾
上
年
秀
〉─
─
272 

二
九
六
―
大
精
連
ニ
ュ
ー
ス
発
刊
準
備
号
№
4
●
大
阪
精
神
障
害
者
連
絡
会
●
一
九
九
一
・
七
●〈
尾
上
年
秀
〉─
─
274 

二
九
七
―
大
精
連
ニ
ュ
ー
ス
準
備
号
№
5
●
大
阪
精
神
障
害
者
連
絡
会
●
一
九
九
一
・
九
●〈
尾
上
年
秀
〉─
─
278 

二
九
八
―
高
見
さ
ん
を
支
え
る
会
ニ
ュ
ー
ス
創
刊
号
●
高
見
さ
ん
を
支
え
る
会
●
一
九
九
二
・
一
二
●〈
高
見
元
博
〉─
─
282 

二
九
九
―
高
見
さ
ん
を
支
え
る
会
ニ
ュ
ー
ス
№
2
●
高
見
さ
ん
を
支
え
る
会
●
一
九
九
三
・
三
●〈
高
見
元
博
〉─
─
291 

三
〇
〇
―
高
見
さ
ん
を
支
え
る
会
ニ
ュ
ー
ス
№
3
●
高
見
さ
ん
を
支
え
る
会
●
一
九
九
三
・
四
●〈
高
見
元
博
〉─
─
297 

三
〇
一
―
高
見
さ
ん
を
支
え
る
会
ニ
ュ
ー
ス
№
4
●
高
見
さ
ん
を
支
え
る
会
●
一
九
九
三
・
六
●〈
高
見
元
博
〉─
─
303 

三
〇
二
―
高
見
さ
ん
を
支
え
る
会
ニ
ュ
ー
ス
№
5
●
高
見
さ
ん
を
支
え
る
会
●
一
九
九
三
・
七
●〈
高
見
元
博
〉─
─
309 

三
〇
三
―
ひ
ょ
う
せ
い
れ
ん
創
刊
号
●
兵
庫
県
精
神
障
害
者
連
絡
会
●
一
九
九
六
・
六
●〈
高
見
元
博
〉─
─
317 

三
〇
四
―
ひ
ょ
う
せ
い
れ
ん
第
2
号
●
兵
庫
県
精
神
障
害
者
連
絡
会
●
一
九
九
六
・
九
●〈
高
見
元
博
〉─
─
319 

三
〇
五
―
ひ
ょ
う
せ
い
れ
ん
第
3
号
●
兵
庫
県
精
神
障
害
者
連
絡
会
●〔
一
九
九
六
・
一
〇
〕●〈
高
見
元
博
〉─
─
321 

三
〇
六
―
ひ
ょ
う
せ
い
れ
ん
第
4
号
●
兵
庫
県
精
神
障
害
者
連
絡
会
●
一
九
九
七
・
一
●〈
高
見
元
博
〉─
─
323 

三
〇
七
―
ひ
ょ
う
せ
い
れ
ん
第
5
号
●
兵
庫
県
精
神
障
害
者
連
絡
会
●
一
九
九
七
・
三
●〈
高
見
元
博
〉─
─
325 

三
〇
八
―
ほ
っ
と
創
刊
号
●「
ほ
っ
と
」（
仮
題
）編
集
部
●
一
九
九
四
・
九
●〈
ほ
っ
と
ス
ペ
ー
ス
八
王
子
〉─
─
327 

三
〇
九
―
ほ
っ
と
第
2
号
●「
ほ
っ
と
」編
集
部
●
一
九
九
四
・
一
〇
●〈
ほ
っ
と
ス
ペ
ー
ス
八
王
子
〉─
─
328 

三
一
〇
―
ほ
っ
と
第
3
号
●「
ほ
っ
と
」編
集
部
●
一
九
九
四
・
一
一
●〈
ほ
っ
と
ス
ペ
ー
ス
八
王
子
〉─
─
329 

三
一
一
―
ほ
っ
と
第
4
号
●「
ほ
っ
と
」編
集
部
●
一
九
九
四
・
一
二
●〈
ほ
っ
と
ス
ペ
ー
ス
八
王
子
〉─
─
330 

三
一
二
―
ほ
っ
と
第
5
号
●「
ほ
っ
と
」編
集
部
●
一
九
九
五
・
一
●〈
ほ
っ
と
ス
ペ
ー
ス
八
王
子
〉─
─
331 

三
一
三
―
S
S
K
S
ほ
っ
と（
別
冊
そ
よ
か
ぜ
）●「
ほ
っ
と
」編
集
部
●
一
九
九
六
・
六
●〈
ほ
っ
と
ス
ペ
ー
ス
八
王
子
〉─
─
332 

三
一
四
―
S
S
K
U
し
ん
ま
つ
№
24
●
新
松
橋
亭
同
人
●
二
〇
〇
五
・
五
●〈
江
端
一
起
〉─
─
335 



［
第
11
巻　

目
次
］

資
料
番
号
─
─
資
料
名
●
編
著
者
名（
発
行
所
）●
発
行
年
月
●〈
所
蔵
及
び
所
蔵
者（
敬
称
略
・
記
載
の
な
い
も
の
は
青
柿
舎
所
蔵
）〉 ─
─
復
刻
版
ペ
ー
ジ

＊
資
料
名
、
編
著
者
名（
発
行
所
）、
発
行
年
月
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
内
容
か
ら
類
推
し
、〔　
　

〕で
補
充
し
た
。

解
説　

岡
田
靖
雄
─
─
（1）

ロ
ボ
ト
ミ
ー
・
暴
行
・
冤
罪
事
件
Ⅱ

三
一
五
―
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
ー
創
刊
号
●
新
谷
訴
訟
を
支
援
す
る
会
●
一
九
七
一
・
一
〇
─
─
3 

三
一
六
―
悪
魔
の
メ
ス 

ロ
ボ
ト
ミ
ー
を
葬
り
去
れ
創
刊
号
●
ロ
ボ
ト
ミ
ー
糾
弾
全
国
共
闘
会
議
●
一
九
八
〇
・
五
●〈
富
田
三
樹
生
〉─
─
33 

三
一
七
―
M
氏
ロ
ボ
ト
ミ
ー
裁
判
第
一
審
判
決
報
告
集
●
保
安
処
分
反
対
愛
知
県
連
絡
会
議
●
一
九
八
一
・
五
─
─
75 



［
第
12
巻　

目
次
］

資
料
番
号
─
─
資
料
名
●
編
著
者
名（
発
行
所
）●
発
行
年
月
●〈
所
蔵
及
び
所
蔵
者（
敬
称
略
・
記
載
の
な
い
も
の
は
青
柿
舎
所
蔵
）〉 ─
─
復
刻
版
ペ
ー
ジ

＊
資
料
名
、
編
著
者
名（
発
行
所
）、
発
行
年
月
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
内
容
か
ら
類
推
し
、〔　
　

〕で
補
充
し
た
。

解
題　

岡
田
靖
雄
─
─
（1）

ロ
ボ
ト
ミ
ー
・
暴
行
・
冤
罪
事
件
Ⅲ

三
一
八
―
83
年
２
・
16
鈴
木
君
虐
殺
糾
弾
闘
争
へ
の
呼
掛
け
●
鈴
木
君
虐
殺
糾
弾
闘
争
実
行
委
員
会
●
一
九
八
三
・
一
─
─
3

三
一
九
―
２
・
16
大
阪
拘
置
所
に
よ
る
鈴
木
君
虐
殺
糾
弾
７
ヶ
年
総
決
起
集
会
●
鈴
木
君
虐
殺
糾
弾
闘
争
実
行
委
●
一
九
八
三
・
二
─
─
5 

三
二
〇
―
二・一
六
鈴
木
君
虐
殺
糾
弾
八
ヶ
年
闘
争
招
請
状
●
鈴
木
君
虐
殺
糾
弾
闘
争
実
行
委
●〔
一
九
八
四
〕─
─
14 

三
二
一
―
二・一
六
鈴
木
君
虐
殺
糾
弾
九
年
闘
争
へ
の
呼
び
か
け
●
鈴
木
国
男
君
虐
殺
糾
弾
実
行
委
●〔
一
九
八
五
〕─
─
15 

三
二
二
―〝
狂
人
〟解
放
へ
の
叫
び
●
鈴
木
君
虐
殺
糾
弾
闘
争
実
行
委
員
会
●
一
九
八
七
・
二
─
─
17 

三
二
三
―
青
山
正
さ
ん
救
援
会
ニ
ュ
ー
ス
第
16
号
●〔
青
山
正
さ
ん
救
援
会
〕●
一
九
八
八
・
九
●〈
中
島
直
〉─
─
83 

三
二
四
―
青
山
正
さ
ん
救
援
会
ニ
ュ
ー
ス
第
17
号
●〔
青
山
正
さ
ん
救
援
会
〕●
一
九
八
八
・
一
〇
●〈
中
島
直
〉─
─
91 

三
二
五
―
青
山
正
さ
ん
救
援
会
ニ
ュ
ー
ス
第
19
号
●〔
青
山
正
さ
ん
救
援
会
〕●
一
九
八
九
・
二
●〈
中
島
直
〉─
─
96 

三
二
六
―
青
山
正
さ
ん
救
援
会
ニ
ュ
ー
ス
第
20
号
●〔
青
山
正
さ
ん
救
援
会
〕●
一
九
八
九
・
六
●〈
中
島
直
〉─
─
104 

三
二
七
―
青
山
正
さ
ん
救
援
会
ニ
ュ
ー
ス
第
23
号
●〔
青
山
正
さ
ん
救
援
会
〕●
一
九
八
九
・
一
一
●〈
中
島
直
〉─
─
110 

三
二
八
―
殺
し
た
ん
じ
ゃ
ね
え
も
の
№
37
●
青
山
正
さ
ん
を
救
援
す
る
関
西
市
民
の
会
●
一
九
九
〇
・
一
〇
─
─
122 

三
二
九
―
殺
し
た
ん
じ
ゃ
ね
え
も
の
№
78
●
青
山
正
さ
ん
を
救
援
す
る
関
西
市
民
の
会
●
一
九
九
四
・
二
─
─
136 

三
三
〇
―
殺
し
た
ん
じ
ゃ
ね
え
も
の
№
79
●
青
山
正
さ
ん
を
救
援
す
る
関
西
市
民
の
会
●
一
九
九
四
・
三
─
─
153 

三
三
一
―
殺
し
た
ん
じ
ゃ
ね
え
も
の
号
外
●
青
山
正
さ
ん
を
救
援
す
る
関
西
市
民
の
会
●
一
九
九
四
・
四
─
─
165 

三
三
二
―
殺
し
た
ん
じ
ゃ
ね
え
も
の
№
80
●
青
山
正
さ
ん
を
救
援
す
る
関
西
市
民
の
会
●
一
九
九
四
・
四
─
─
169 

三
三
三
―
Wave
第
1
号
●
水
戸
事
件
の
た
た
か
い
を
支
え
る
会
・
全
国
事
務
局
●
一
九
九
七
・
一
〇
●〈
阿
部
浩
〉─
─
185 

三
三
四
―
Wave
第
2
号
●
水
戸
事
件
の
た
た
か
い
を
支
え
る
会
・
全
国
事
務
局
●
一
九
九
八
・
一
●〈
阿
部
浩
〉─
─
191 

三
三
五
―
Wave
第
6
号
●
水
戸
事
件
の
た
た
か
い
を
支
え
る
会
・
全
国
事
務
局
●
一
九
九
八
・
一
〇
●〈
阿
部
浩
〉─
─
197 

三
三
六
―
Wave
第
7
号
●
水
戸
事
件
の
た
た
か
い
を
支
え
る
会
・
全
国
事
務
局
●
一
九
九
八
・
一
一
●〈
阿
部
浩
〉─
─
209 

三
三
七
―「
絶
対
許
さ
ね
え
っ
て
ば
」水
戸
事
件
資
料
集
1
●
水
戸
事
件
の
た
た
か
い
を
支
え
る
会
・
全
国
事
務
局
●
一
九
九
七
・
一
一
─
─
217 
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